


転用承諾番号の取得
「転用承諾番号」とは、フレッツ光から回線移行を行
う際に必要な承諾番号です。取得の際にはNTT東日
本へお問合わせを行う必要があります。

お申込み手続き
KEINEN光申込書もしくはお電話にてお申込みを承
ります。「転用承諾番号」とお客様情報を明記のう
え、工事日の取得に移ります。

新規の場合は当日NTT東日本工事担当者がお客様のお宅に訪問し、機器の設置と開通
工事を行います。転用のお客様は工事日当日に設置済み機器の再起動をお願いします。

ご契約に必要なもの

ご請求について

手順
1

お申込み手続き
KEINEN光申込書にてお申込みを承ります。お客様
情報を明記のうえ、工事日の取得に移ります。

手順
2

手順
4

開通前書類の送付
お客様IDや工事予定日を記載した書類などを発送します。
開通後も紛失しないよう大切に保管してください。(電話
申込みの場合、返送していただく書類が複数ございます)

手順
2

NTT東日本・西日本が提供する光回線サービスを株式会社ジャパンコミュニケーションズ
インスティテュートが提供し、京浜燃料株式会社が代理店販売を行う最大通信速度
1GbpsのFTTHサービスです。

“KEINEN光”とは

KEINEN光の
お申込み・お問い合わせは

開通工事・ご利用開始

手順
1

フレッツ光を利用中の方(転用) フレッツ光ではない方(新規)

0120-17-7890
受付時間　１１：００～２０：００ （平日のみ） ※FAXは24時間受け付けております。

●毎月の支払い方法につきましては、契約時に承ることができません。後日、郵送にてお届けする『クレジットカード支払い・口座振替申込書』に必要事項をご記
入の上、お早めにご返送ください。(ご返送日の都合によりお支払い登録完了まで請求書にてお支払いになることがあります。その際発行手数料200円お客
様負担となりますので予めご了承ください。)
●KEINEN光にて「KEINEN光ひかり電話」「リモートサポートサービス」を除くオプションにご加入されている場合はオプションのみNTTファイナンスより請求と
なります。またキャンペーン適用料金にてご利用の際は転用開通後より適用外料金でのご請求となりますのでご注意ください。
●工事費の残債がある場合は、請求元がNTTから株式会社ジャパンコミュニケーションズインスティテュートに変更となります。その際には工事費の料金割引
が適用されている場合や工事費の分割回数なども引き継ぎとなります。
●本サービスの最低利用期間は初回請求月から24ヶ月です。(プロバイダ別途)最低利用期間内に解約を行った場合、違約金として10,000円を請求させてい
ただきますので予めご了承下さい。

開通前書類の送付
お客様IDや工事予定日を記載した書類などを発送し
ます。開通後も紛失しないよう大切に保管してくださ
い。(電話申込みの場合、返送していただく書類が複数
ございます)

手順
3

セットアップ機器の送付
お客様IDや工事予定日を記載した書類などを発送
します。開通後も紛失しないよう大切に保管してくだ
さい。

手順
3

戸建てにお住まいの方

集合住宅にお住まいの方
5,100円

メールアドレス有り メールアドレス無し

3,900円
4,800円
3,600円

単独プランプロバイダセットプラン

4,300円
3,100円

048-658-1701FAX


